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第９節 生活衛生 
 

１ 食品・生活衛生 
 
(１) 食品取扱施設の衛生対策 

所管課 生活衛生課 
根拠法令等 食品衛生法 

負担割合 市10/10 

 
＜目的・事業内容＞ 

飲食店等の営業許可、営業施設の立入検査等の業務を行い、市民の食生活の安全を確保する。 
 
＜実  績＞ 

年度 対象施設数 監視指導延べ件数 

17 3,339 1,962

18 3,711 1,841

19 3,280 2,008

20 3,318 1,766

21 3,171 1,884

 
(２) 食品の衛生対策 

所管課 生活衛生課 
根拠法令等 食品衛生法 

負担割合 市10/10 

 
＜目的・事業内容＞ 

市内流通食品の収去検査を実施し、違反食品の発見と不良食品の排除に努める。 

 
＜実  績＞ 

年度 収去検査数 不適件数 
17 239 2

18 212 1

19 218 0

20 204 0

21 178 0

 
(３) 衛生講習会 

所管課 生活衛生課 
根拠法令等 食品衛生法 

負担割合 市10/10 

 

＜目的・事業内容＞ 

食品関係営業者や食品取扱い従事者に対し、食品衛生の向上及び食中毒発生防止を目的に、講習会を実施

する。 

 
＜実  績＞ 

年度 実施回数 延べ受講者数 

17 16  833

18 29 831
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19 31 1,136

20 32 1,103

21 29 1,008

 
（４）生活衛生関連施設の衛生対策 

所管課 生活衛生課 
根拠法令等 

理容師法 他９法 

１実施要領  1衛生基準 負担割合 市10／10 

 

＜目的・事業内容＞ 

生活衛生関連施設の営業許可等及び営業施設の立入検査等の業務を行い、市民が安心して利用できるよう

衛生確保を行う。 

 
＜実  績＞ 

年度 対象施設数 監視指導延べ件数 
17 4,528 56

18 4,519 102

19 4,507 70

20 4,479 236

21 4,477 32

 
(５)プールの衛生対策 

所管課 生活衛生課 
根拠法令等 遊泳用プールの衛生基準 

負担割合 市10／10 

 

＜目的・事業内容＞ 

プール水の水質検査を行い、衛生的なプールの維持管理に努めるよう指導する。 
 
＜実  績＞ 

年度 検査数 不適件数 

17 20 0

18 9 0

19 4 0

20 11 0

21 12 0

 
(６)衛生害虫相談 

所管課 生活衛生課 
根拠法令等 ― 

負担割合 市10／10 

 

＜目的・事業内容＞ 

衛生害虫の駆除を推進し、良好な生活環境の確保を図る。 
＜実  績＞ 

年度 相談件数 

17  113

18 301

19 273

20 406

21 236
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２  医事・薬事関係事業 

 

（1） 医療施設等監視・指導 

①医療施設等監視・指導 

根拠法令等 
医療法第25条第1項 

臨床検査技師等に関する法律第20条の5 
所管課 生活衛生課 

申請窓口 生活衛生課医務薬務担当 負担割合 市10/10 

 

＜目的・事業内容＞ 

市民が適切な医療を受けることができるよう、市内の病院・診療所・衛生検査所等の施設に対して定期的

な監視指導を行い、良質な医療を提供する医療施設等の提供を目的とする。 

医療法に基づく診療所等の開設許可申請、その他届出受理業務を行った。 

 

＜実  績＞ 

 
年度  

項目 
17 18 19 20 21 

施 設 数 25 25 25 25 25

監 視 数 25 25 25 25 25

新  規 0 0 0 0 0
病          院 

廃  止 1 0 0 0 0

施 設 数 147 146 144 143 142

監 視 数 36 30 28 34 30

新  規 1 12 5 3 1
一 般 診 療 所 

廃  止 4 13 7 2 2

施 設 数 82 82 81 81 81

監 視 数 17 14 14 17 16

新  規 0 3 0 1 0
歯 科 診 療 所 

廃  止 0 3 1 1 0

施 設 数 3 3 3 3 3

監 視 数 1 2 1 2 1

新  規 0 1 0 0 0
衛 生 検 査 所 

廃  止 0 1 0 0 0

※ 平成 18 年度からは新規欄及び廃止欄はそれぞれの許可及び届出受理総数（病院、一般診療所及び歯科

診療所での法人化又は親子継承等による場合を含む）とした。 

 

②医療従事者の免許申請受付 

根拠法令等 

医師法、歯科医師法、薬剤師法、保健師助産師看護師

法、診療放射線技師法、臨床検査技師等に関する法律、

理学療法士及び作業療法士法、歯科技工士法、視能訓

練士法、栄養士法、母体保護法、死体解剖保存法 

所管課 生活衛生課 

申請窓口 生活衛生課医務薬務担当 負担割合 市10/10 

 

＜目的・事業内容＞ 

   医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、

歯科技工士、視能訓練士、准看護師、栄養士の免許、受胎調節実地指導員の指定及び死体解剖医認定に関す

る申請受付並びに免許証等の交付を行う。 
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＜実  績＞ 

21年申請等受付件数 
免許等種別 

新規 籍訂正 再交付 その他 計 

医師 1 4 0 0 5

歯科医師 0 0 0 1 1

薬剤師 8 3 0 0 11

保健師 6 1 0 0 7

助産師 1 0 0 0 1

看護師 45 44 3 0   92

診療放射線技師 1 1 0 0 2

臨床検査技師 2 4 0 0 6

衛生検査技師 1 0 0 0 1

理学療法士 20 1 0 0 21

作業療法士 14 3 1 0 18

歯科技工士 1 0 0 0 1

視能訓練士 1 0 0 0 1

管理栄養士 13 3 2 0 18

厚 

生 

労 

働 

大 

臣 

免 

許 

等 

死体解剖医 0 0 0 0 0

准看護師 33 25 11 0 69

栄養士 16 6 1 0 23

県
知
事
免

許
等 

受胎調節実地指導員 0   0 0 0 0

合  計 163 95 18 1 277

 

（２）休日急患対策事業 

根拠法令等 
大牟田市休日急患及び平日時間外小児急患診療対策

要綱 
所管課 生活衛生課 

申請窓口 生活衛生課医務薬務担当 負担割合 
市  9/10 

高田町1/10 

 

＜目的・事業内容＞ 

市民の救急医療に対し、迅速かつ適切な対応をするため、その体制の整備を行う。休日急患対策事業のう

ち、在宅当番医診療業務及び大牟田、高田地域休日急患診療運営協議会は昭和５２年度から、また在宅当番

医制運営事業及び病院群輪番制事業を昭和５３年度から、さらに平日時間外小児急患診療業務を平成１４年

度から開始した。 

    

＜実  績＞ 

①休日急患診療件数 

件    数 地域外 
年
度 

開
設
日
数 内科 小児科 外科 眼科 歯科 その他 計 

急患比

(%) 
件数 比(%)

17 73 
(525) 

4,944 

(1,546) 

3,863 

(886)

4,181

(275)

1,092

(462)

614

(216)

271

(3,910)

14,965 26.1 2,964 19.8
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18 74 
(485) 

5,089 

(1,878) 

4,312 

(962)

4,135

(294)

1,319

(495)

631

(386)

465

(4,500)

15,951 28.2 3,250 20.3

19 75 
(541) 

5,124 

(1,644) 

4,142 

(963)

4,257

(308)

1,331

(407)

566

(343)

411

(4,206)

15,831 26.6 3,469 21.9

20 75 
(538) 

4,841 

(1,898) 

4,477 

(1,142)

3,370

(301)

1,142

(464)

631

(183)

263

(4,526)

14,724 30.7 3,255 22.1

21 74 
(606) 

6,013 

(2,094) 

5,411 

(1,210)

3,948

(223)

1,175

(442)

576

(175)

206

(4,750)

17,329 27.4 4,075 23.5

                                   （ ）内は急患数を内数で示す 

 

②平日時間外小児急患診療件数 

件    数 年 

度 

開 設 

日 数 
時間帯 年齢 

小児科 その他 計 
急患比 

（%） 

地域外比 

（%） 

0歳～ 

6歳 

(512)

1,484

(8)

18

(520)

1,502

 

34.6 26.5午後7時～ 

午後10時まで 
7歳以上

(187)

517

(37)

101

(224)

618 36.2 19.1

0歳～ 

6歳 

(112)

199

(1)

1

(113)

200 56.5 34.0

20 290 

午後10時以降 

7歳以上
(43)

55

(39)

43

(82)

98 83.7 36.7

20年度 計 
(854)

2,255

(85)

163

(939)

2,418 38.8 25.6

0歳～ 

6歳 

(497)

1,629

(4)

17

(501)

1,646

 

30.4 22.0午後7時～ 

午後10時まで 
7歳以上

(248)

796

(102)

142

(350)

938 37.3 16.6

0歳～ 

6歳 

(63)

122

(0)

2

(63)

124 50.8 25.8

21 291 

午後10時以降 

7歳以上
(23)

40

(95)

95

(118)

135 87.4 31.9

21年度 計 
(831)

2,587

(201)

256

(1,032)

2,843 36.3 20.9

(  )内は急患数を内数で示す 

 

（３）薬事施設監視・指導 

所管課 生活衛生課 
根拠法令等 薬事法、毒物及び劇物取締法 

負担割合 市10/10 

 
＜目的・事業内容＞ 

市民が安心してかつ適正に薬を使用できるよう、医薬品の一般販売業及び特例販売業、並びに毒物・劇物

販売業について、薬事法及び毒物・劇物取締法に基づく各種申請等に対する許認可を行うとともに、定期的

な立入検査の実施による監視・指導を行う。 
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＜実  績＞          ※薬事法改正（Ｈ２１）により一般販売業から店舗販売業へ移行（経過措置期間有）  

医薬品販売業 

店舗販売業（一般販売業） 特例販売業 
年度 

年度末 

施設数 

申請等 

受付件数 

立入検査 

件数 

年度末 

施設数 

申請等 

受付件数 

立入検査 

件数 

 17      (7) (8) (6) 7 3 0

18    (8) (1) (7) 6 1 6

19 (8) (19) (7) 6 5 0

20 (8) (18) (8) 7 4 4

21    13(2) 25(15) 9(1) 7 3 0

毒物・劇物販売業 

一般販売業 農業用品目販売業 特定品目販売業 
年 

度 年度末 

施設数 

申請等 

受付件 

数 

立入検 

査件数 

年度末 

施設数 

申請等 

受付件 

数 

立入検 

査件数 

年度末 

施設数 

申請等 

受付件 

数 

立入検 

査件数 

17 53 26      3     10       2      3 10 4      0

18 56 21      7      9       4      6 8 1      2

19 53 23 2 10 4 4 9 1 1

20 61 20 2 10 2 3 9 0 0

21 54 26 4 10 7 3 7 2 1

 

（４）薬物乱用防止 

所管課 生活衛生課 
根拠法令等 「ダメ・ゼッタイ」普及運動実施要綱 

負担割合 市10/10 

 

＜目的・事業内容＞ 

シンナー等の乱用は低年齢化し、依然として跡を絶たない現状にある。高校生のヤングボランティア等を

中心に登校時間帯に「ダメ・ゼッタイ」普及運動 6･26 ヤング街頭キャンペーンの実施や薬物乱用防止講演

会等で正しい知識を啓発し、薬物乱用防止のための普及啓発を行う。 
 

＜実  績＞ 

講演会等 街頭キャンペーン 
年度 

対象者 受講者数 回数 啓発パンフレット配布数 

17 ― 0 1 800

18 高等学校1校 60 1 1,070

19 高等学校2校 、高専1校 1,875 1 1,300

20 高専1校 209 1 700

21 高等学校1校 、高専1校 880 1 600

 

（５）不正大麻・けし撲滅運動 

所管課 生活衛生課 
根拠法令等 福岡県不正大麻・けし撲滅運動実施要綱 

負担割合 市10/10 

 

＜目的・事業内容＞ 

大麻及びけしに係る事犯の発生は、依然として跡を絶たない現状にある。この運動を通じて、不正栽培及

び自生の大麻・けしを全面的に撲滅するため広く市民に対して大麻・けしに関する知識を浸透させる。 
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＜実  績＞ 

け  し 大  麻 種別 

年度 件 数 株 数 件 数 株 数 

17          8 1,071          0 0 

18 10 1,669          0 0 

19 13 1,336 0 0

20 15 2,965 0 0

21 5 690 0 0

 

（６）健康危機管理 

所管課 生活衛生課 
根拠法令等 

大牟田市健康危機管理要綱 

大牟田市健康危機管理連絡会議要領 負担割合 市10/10 

 

＜目的・事業内容＞ 

感染症、食中毒、医薬品、飲料水その他何らかの原因により、突発的かつ広範囲に生じる市民の生命又は

健康の安全を脅かす事態に対し、健康被害の発生の予防、拡大の防止及び医療の確保等の対策を的確・迅速

に行える体制の整備を行う。 
 

＜実  績＞ 

年度 対 策 実 施 状 況 

18 

・健康危機管理連絡会議 (12/7) 

     1 福岡県西方沖地震から学んだもの 大牟田市保健所長 西岡和男 

     2 健康危機に係る消防の役割について大牟田市消防署 主任 濱口敏光 

・健康危機管理研修会の実施 (1/29) 

演題「危機管理の基本的考え方とその対応について」  

講師 救急救命九州研修所教授 郡山 一明 氏  

 

20 

・健康危機管理連絡会議(8/7) 

    1 新型インフルエンザに対応するためのネットワークについて 

  2 新型インフルエンザに備える。    健康対策課結核感染症担当主査 加賀田義文 

  3 新型インフルエンザ 企業はどうしたら良いのか。  大牟田市保健所長 西岡和男 

・健康危機管理連絡会議(12/5) 

     新型インフルエンザの取り組み状況について 

・健康危機管理対策本部班長会議(3/31) 

   新型インフルエンザに関する情報提供について   大牟田市保健所長 西岡和男    

 

21 

・大牟田市健康危機管理対策本部班長会議の開催（4月） 

  ・新型インフルエンザ体制整備について 等 

・大牟田市健康危機管理対策本部会議（4月～11月 計4回）の開催 

  ・「大牟田市健康危機管理対策本部」の設置について 

  ・「発熱外来」の設置（市立総合病院）について 

  ・「大牟田市業務継続計画」の策定  等 

・大牟田市健康危機管理連絡会議の開催（12月） 

  ・新型インフルエンザ流行経過及び対応について  

  ・各関係機関との情報共有や意見交換 等 

・個人防護衣（ＰＰＥ）やタミフル（医薬品）の購入等、新型インフルエンザの強毒化や鳥イン

フルエンザ流行時に対処して行くため、備品の整備、促進を図った。 
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３ 動物管理センター 
 

（１）狂犬病予防法及び野犬対策 

所管課 生活衛生課 
根拠法令等 

狂犬病予防法 

大牟田市飼い犬の管理及び野犬の取締りに関する条例 負担割合 市10/10 

 

＜目的・事業内容＞ 

   犬の登録及び狂犬病予防注射の実施、犬の捕獲・返還・処分業務、飼い主への指導・啓発を行なっている。 

 

＜実  績＞ 

   ①狂犬病予防 

予防注射 
年度 登録 

保健所 開業獣医 
済票交付 咬傷件数 検診数 

17 521 2,987 1,606 4,593 1 0

18 583 2,697 1,933 4,630 5 4

19 622 2,605 2,297 4,902 8 0

20 585 2,414 2,436 4,850 5 2

21 557 2,351 2,431 4,782 5 2

   

②捕獲・返還・処分 

捕獲 
年度 

箱捕獲 その他 
返還 処分 

17 30 40 32 187

18 11 33 32 124

19 6 32 36 105

20 12 23 29 59

21 15 9 35 72

   

③苦情相談・指導件数 

年度 捕獲依頼 放し飼い 環境 その他 問い合せ 合計 指導件数 

17 74 68 73 22 829 1,066 56

18 56 106 158 25 1,565 1,910 175

19 54 100 146 18 1,678 1,996 162

20 23 100 103 18 852 1,096 150

21 21 77 111 27 864 1,100 129

 

（２）動物愛護法関係 

所管課 生活衛生課 
根拠法令等 

動物の愛護及び管理に関する法律 

福岡県動物の愛護及び管理に関する条例 

大牟田市飼い犬の管理及び野犬の取締りに関する条例 負担割合 市10/10 

 

＜目的・事業内容＞ 

   犬猫等の引取り、負傷動物の保護収容を行なうとともに、動物苦情相談の受付と指導、動物取扱業等の受

付を行なっている。 

 

＜実  績＞ 

   ①犬猫等の引取り及び保護 
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犬の引取り 猫の引取り 動物の保護 負傷動物の保護 
年度 

成犬 小犬 成猫 小猫 犬 猫 その他 犬 猫 その他

17 33 65 44 156 151 58 10 17 19 0

18 46 114 89 170 117 102 3 14 29 0

19 48 50 42 172 128 111 11 7 17 1

20 16 50 62 136 115 98 2 10 27 4

21 55 40 34 20 108 249 1 10 28 1

   

②犬猫等の保護及び猫等の苦情相談・指導件数 

年度 保護依頼 猫等放し飼い 環境 その他 合計 指導件数 

17 181 15 19 10 225 33

18 153 11 18 48 230 66

19 161 28 22 57 268 47

20 165 19 13 71 268 52

21 180 21 22 81 304 71

   

③動物取扱業施設数及び特定動物飼養許可数 

年度 動物取扱業施設数 特定動物飼養許可数 

17 16 0

18 39 15

19 59 15

20 62 15

21 66 15

   

（３）動物愛護事業 

所管課 生活衛生課 
根拠法令等 

動物の愛護及び管理に関する法律 

狂犬病予防法 

大牟田市飼い犬の管理及び野犬の取締りに関する条例 負担割合 市10/10 

 

＜目的・事業内容＞ 

   年少者に対する出張動物ふれあい教室やワンワン交換会の開催、動物飼育相談、訪問調査等により動物の

愛護と適正な飼育の普及啓発に努めている。 

   ・ 出張動物ふれあい教室の開催（動物園との共催） 

   ・ 犬の譲渡（ワンワン交換会・子犬里親さがし）・動物飼育相談 

   ・ 譲渡犬等の調査・指導 

・ 動物愛護週間事業（動物慰霊祭） 

・  犬のしつけ方教室の開催 

 

＜実  績＞ 

①出張動物ふれあい教室 

年度 保育園 幼稚園 小学校 合計 

17 10 8 13 31 

18 10 9 18 37 

19 10 8 17 35 

20 11 9 18 38 

21 9 9 19 37 
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②犬猫の譲渡数（ワンワン交換会、子犬里親さがし、センター）・動物飼育相談・失踪犬届出 

犬の譲渡数 猫の譲渡数 失踪犬届出 
年度 

成犬 小犬 成猫 小猫 

動物飼育 

相談件数 失踪犬届出 解決件数 

17 24 93  0    6 41 240 124

18 29 130  0 10 53 226 115

19 40 89  3 81 32 233 128

20 36 105 13 143 47 208 115

21 55 69 29 147 63 180 95

   

③譲渡犬等の調査・指導 

年度 
ワンワン交換譲渡犬 

適正管理調査 

里親さがし譲渡犬 

適正管理調査 

犬の繁殖 

制限指導 

狂犬病ワクチン 

未注射飼育者指導 

17 33 29 24 24

18 32 44 23 1,775

19 6 20 9 1,321

20 4 14 2 1,391

21 38 7 0 630

   

４ 葬斎場 

 
(１) 大牟田市葬斎場管理運営事業 

所管課 生活衛生課 
根拠法令等 墓地、埋葬等に関する法律 

大牟田市葬斎場条例 負担割合 市10/10 
 

＜目的・事業内容＞ 

死亡者の火葬。大牟田市葬斎場は昭和５８年、５９年度事業として施設の老朽化に伴う全面建て替え工事

を実施し、昭和５９年７月２５日に完成、８月１日から供用開始となった。 
人体炉６基、汚物炉１基を備え、無煙、無臭の公害のない炉と、地形及び周囲の環境を生かした従来のイ

メージを変える建物である。 
火葬件数は年間約１，７００件で、元旦をのぞき無休で火葬業務を行っている。 

 
＜実  績＞ 

                   利用状況   

合 計 市 内 市 外 年度 

計 大人 小人 死胎 計 大人 小人 死胎 計 大人 小人 死胎

17 1,785 1,739 4 42 1,716 1,680  4 32 69 59 0 10

18 1,766 1,723 5 38 1,686 1,652  4 30 80 71  1 8

19 1,755 1,712 2 41 1,684 1,650  2 32 71 62 0 9

20 1,756 1,719  3 34 1,690 1,658  3 29 66 61  0 5

21 1,708 1,667 4 37 1,646 1,610 3 33 62 57 1 4
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５ 試験検査 

 

（１）微生物・臨床検査 

所管課 生活衛生課 
根拠法令等 

・地域保健法 

・大牟田市保健所使用料及び手数料条例 

・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関す

る法律 負担割合  

 

  ＜事業内容＞ 

・ 糞便細菌培養検査（赤痢菌、サルモネラ菌、腸チフス菌、パラチフス菌、Ｏ１５７） 

・ 感染症の届出による検査（腸管出血性大腸菌（Ｏ１５７）他） 

・ 痰（塗抹）検査（結核菌） 

・ 血清検査（ＨＩＶ抗体,梅毒） 

 

  ＜実  績＞ 

年度 

検査項目 
17 18 19 20 21 

病原微生物検査 10,433 8,889 8,573 8,162 8,430

痰（塗抹）検査 0 0 0 0 0

血清検査 65 167 202 186 162

その他 0 0 0 0 0

  ※ 病原微生物検査：糞便細菌培養検査と感染症の届出による検査の合計 

             

（２）食品衛生検査 

所管課 生活衛生課 
根拠法令等 

・食品衛生法 

・乳及び乳製品の成分規格等に関する省令 負担割合  

 

＜事業内容＞ 

・ 一般食品及び乳等検査（微生物学的検査、理化学的検査） 

・ 食中毒関係検査（微生物学的検査、理化学的検査） 

 

＜実  績＞ 

年度 

検査項目 
17 18 19 20 21 

微生物学的検査 187 172 177 169 154一般食品及び 

乳類検査 理化学的検査 45 45 46 40 26

微生物学的検査 235 65 181 59 56
食中毒関係検査 

理化学的検査 0 0     0  0 0

 

（３）環境衛生検査 

所管課 生活衛生課 
根拠法令等 

・水道法 

・遊泳用プールの衛生基準について（通知） 負担割合  

 

＜事業内容＞ 

・ 飲用水検査 

・ 利用水等検査（プール水） 
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＜実  績＞ 

年度 

検査項目 
17 18 19 20 21 

細菌学的検査 15 18 18 14 15 
飲用水 

理化学的検査 18 18 18 14 15 

細菌学的検査 10 9 4 11 12 
利用水等検査 

理化学的検査 10 9 4 11 12 

※ 利用水等検査（細菌学的検査）は平成１５年度まで（４）環境保全・廃棄物関連検査の水質検査（細菌

検査）を含む 

   

（４）環境保全・廃棄物関連検査 

所管課 生活衛生課 

根拠法令等 

・環境基本法（公害防止計画） 

・大牟田市公害防止協定 

・廃棄物の処理及び清掃に関する法律 
・下水道法 

負担割合  

 

＜事業内容＞ 

・ 大気検査（重金属、降下ばいじん、硫黄酸化物） 

・ 水質検査（公共用水域、工場・事業場排水） 

・ 廃棄物関連検査 

・ その他 

 

＜実  績＞ 

年度

検査項目 
17 18 19 20 21 

大気検査 318 287 130 112 115 

細菌検査 79 75 55 26 26 
水質検査 

化学検査 240 270 210 213 201 

廃棄物関連検査 14 14 16 24 24 

土壌・底質検査 0 0 0 0 0 

その他 0 0 0 0 1 

 


